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Ⅳ地方、国民の取組の支援
４ ビジネススタイル、ライフスタイルの変革への働きかけ
（１） こまめな省エネやＩＴの活用、３Ｒの推進

３Ｒについては、リデュース、リユースを重視した３Ｒの仕組みづ
くりを推進するとともに、家庭ごみ有料化や国内外におけるレジ袋
の削減、ごみの分別徹底などを推進し、資源生産性の向上等を図
る。また、「資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律
第48号）」に係る検討を行うとともに、サプライチェーン企業間の連
携による省資源ものづくりの優良事例を創出するためのモデル事
業を実施する。

「低炭素社会づくり行動計画」における記述
ー平成２０年７月２９日閣議決定ー
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○2050年までに現状から60～80％の削減
○来年のしかるべき時期に国別総量目標（中期目標）を発表

○二酸化炭素回収貯留（ＣＣＳ）技術等の革新的技術開発を推進。

今後５年間で300億ドル程度を投入。
○太陽光発電世界一の座を奪還することを目指し、

・導入量を2020年に10倍、2030年に40倍
・太陽光発電システムの価格を３～５年後に現在の半額

○2020年までに新車販売のうち２台に１台を次世代自動車
○新築の住宅・ビルがすべて省エネ型のものになることを目指す

○10月を目途に排出量取引の試行的実施を開始
○環境税の取扱いを含め、税制全般を横断的に見直し、グリーン化を推進

○多くの商品・食品・サービスに伴う温室効果ガス排出量の見える化

例：カーボンフットプリント、カーボンオフセット

○バイオ燃料生産拡大など、農林水産業の役割を活かした低炭素化

○チームマイナス６％の取組などの国民運動の一層の促進

２．技術開発と普及

３．低炭素化へと動かす仕組み

４．地方、国民の取組支援

１．我が国の目標
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（参考）「低炭素社会づくり行動計画」について



第２編「新経済成長戦略」の改訂
Ⅰ．「資源生産性競争」時代における新たな経済産業構造の構築

ここでは、「資源生産性」を、資源（天然資源、原材料やエネル
ギー）の投入量一単位当たりの付加価値の大きさと定義する。付
加価値は、国単位で見た場合はＧＤＰ等の指標を用い（循環型社
会形成推進基本計画（平成20 年３月25 日閣議決定）参照）、企
業等の単位で見た場合は売上、利益等に基づく指標を用いること
となるが、本戦略においては、主に企業等の資源生産性の向上を
論じている。企業等の資源生産性が高いということは、当該企業
等の省エネルギーや省資源が進んでいることを意味する。

「新経済成長戦略のフォローアップと改訂」

における記述 ① ー平成２０年９月１９日閣議決定ー
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第２編「新経済成長戦略」の改訂
Ⅰ．「資源生産性競争」時代における新たな経済産業構造の構築

第２次循環型社会形成推進基本計画（平成２０年３月閣議決定）
における、高効率な廃棄物発電の導入等による熱回収の徹底及
び地域の特性と循環資源の性質に応じた地域循環圏の形成によ
る地域活性化等を図るため、同計画に基づく取組を着実に実行す
る。
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「新経済成長戦略のフォローアップと改訂」
における記述 ②



第２編「新経済成長戦略」の改訂
Ⅱ．世界市場獲得と持続的発展のためのグローバル戦略の再構築
・ アジア大での３Ｒを通じた循環型社会の構築

資源需要が急増しているアジア各国では、廃棄物の発生量や先進国からの再生資源輸
入量が増大するなど、資源循環を取り巻く環境が急変しているものの、３Ｒ制度・技術が
不十分であり、環境汚染への影響が懸念されている。アジアにおける循環型社会の構
築には、アジア各国における適切な制度設計や技術共有が重要であり、我が国としては、
蓄積された３Ｒ制度・技術を各国に移転し、制度調和を図ることが肝要である。このため、
中小企業を含めた我が国企業の３Ｒ分野の｢環境力｣の高度化・高効率化を図ることを
目指して、地域ごとに技術開発・実証実験や海外展開の支援をパッケージとして実施す
ることで、３Ｒ関連産業の市場規模拡大を促進する。また、ＥＲＩＡを活用し、アジア大の３
Ｒ施策の展開を図る。また、Ｇ８環境大臣会合で合意された「神戸３Ｒ行動計画」と、我が
国が同大臣会合で表明した「新・ゴミゼロ国際化行動計画」等に基づき、我が国の知見・
経験を最大限活用し、温暖化対策としての効果も追求しつつ、アジア各国での３Ｒの戦
略的実施を促進するとともに、資源循環に関する情報・知見の整備、３Ｒの優良取組事
例の創出に総合的に取り組む。 6

「新経済成長戦略のフォローアップと改訂」
における記述 ③
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（参考）「新経済成長戦略のフォローアップと改訂」について


